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ら
提
供
し
て
下
さ
い
、
と
私
は
応
じ
た
。

一
一
○
○
二
年
五
月
、
琉
球
辞
令
書
に
関
心
を
持
つ
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
近
来
稀
な
る
出
来
事
が
起
こ
っ
た
。
同
月
一
一
十
五
、
二
十
六

の
両
日
に
開
催
さ
れ
た
大
阪
古
典
会
主
催
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
奄
美
喜
界
島
関
係
の
歴
史
資
料
類
が
出
品
さ
れ
、
予
想
外
の
高
値
で
落

札
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
資
料
の
う
ち
、
目
玉
は
古
琉
球
辞
令
書
二
件
で
あ
っ
た
。
稀
な
る
出
来
事
と
表
現
し
た
の
は
、
古
琉
球
辞
令
書

が
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
市
場
に
出
回
る
の
は
希
有
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
（
十
数
年
前
に
今
帰
仁
捷
宛
辞
令
書
Ⅱ
嘉
靖
三
十
八
年
十
月
十
五

日
付
け
〈
た
だ
し
写
し
〉
が
出
品
さ
れ
、
沖
縄
県
立
図
書
館
が
入
手
し
た
一
件
の
み
）
、
ま
た
辞
令
書
に
対
し
大
方
の
予
想
を
は
る
か

に
超
え
る
高
値
が
つ
い
た
こ
と
も
そ
う
だ
が
、
今
一
つ
こ
の
資
料
を
め
ぐ
る
評
判
ぶ
り
が
例
外
的
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。

大
阪
古
典
会
主
催
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
が
開
か
れ
る
二
か
月
ほ
ど
前
、
朝
日
新
聞
東
京
本
社
学
芸
部
の
米
原
範
彦
記
者
か
ら
私
に
電
話

が
あ
り
、
要
旨
次
の
よ
う
に
告
げ
ら
れ
た
。
関
西
の
あ
る
人
が
、
琉
球
王
国
時
代
の
き
わ
め
て
貴
重
と
思
わ
れ
る
古
文
書
を
所
持
し
て

お
り
、
そ
の
取
材
を
始
め
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
内
容
の
把
握
に
つ
い
て
今
後
高
良
の
協
力
を
得
た
い
、
た
だ
し
、
資
料
の
写
真
や
コ

ピ
ー
は
ま
だ
提
供
で
き
る
段
階
で
は
な
い
、
と
。
可
能
な
こ
と
は
よ
ろ
こ
ん
で
協
力
し
ま
す
、
写
真
も
し
く
は
コ
ピ
ー
が
入
手
で
き
た

そ
の
電
話
が
あ
っ
た
数
週
間
後
、
椿
樹
書
林
（
宜
野
湾
市
）
の
武
石
和
美
氏
か
ら
『
大
阪
古
典
会
創
立
百
周
年
記
念
古
典
籍
善
本
展

奄
美
喜
界
島
の
古
琉
球
辞
令
書
に
つ
い
て

「
辞
令
書
二
件
の
「
発
見
」
経
緯

′

高
良
倉
吉
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観
図
録
』
（
大
阪
古
典
会
、
二
○
○
二
年
五
月
）
が
私
宛
て
に
郵
送
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
図
録
の
口
絵
に
「
一
一
一
一
三
琉
球
首
里
文

欝
／
万
暦
三
十
一
年
及
万
暦
三
十
四
年
の
二
紙
／
「
首
里
之
印
」
の
朱
印
四
顎
／
一
巻
」
と
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
付
い
た
写
真
一
葉
と
、

「
一
三
四
鬼
界
島
知
行
文
書
／
慶
長
十
八
年
（
二
通
）
、
寛
永
八
年
、
享
保
十
三
年
、
全
四
通
／
一
巻
」
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
た
一
葉
の

写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
（
一
三
一
一
一
と
一
三
四
は
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
出
品
の
際
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ナ
ン
バ
ー
）
。
図
録
の
目
録
の
項
に
は
、

「
琉
球
首
里
文
書
、
万
暦
三
十
一
年
、
少
痛
み
有
、
及
万
暦
三
十
四
年
の
二
紙
、
「
首
里
之
印
」
の
朱
印
四
顎
」
、
「
鬼
界
島
知
行
文
書
、

慶
長
十
八
年
（
二
通
）
・
寛
永
八
年
・
享
保
十
三
年
、
全
四
通
、
極
稀
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
は
奄
美
の
喜
界
島
を
出
所
と

す
る
文
書
が
故
あ
っ
て
売
り
に
出
さ
れ
た
の
か
と
思
う
と
同
時
に
、
も
し
か
し
た
ら
朝
日
新
聞
の
米
原
氏
が
言
っ
て
い
た
王
国
時
代
の

貴
重
な
古
文
譜
と
は
こ
の
資
料
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
、
と
感
じ
た
。
図
録
の
口
絵
写
真
を
ル
ー
ペ
で
拡
大
し
て
読
ん
だ
結
果
、
こ
の

三
件
の
喜
界
島
関
係
資
料
は
と
て
つ
も
な
く
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
こ
の
資
料
を
入
手
す
る
た
め
に
は
必
要
な
金
額
を
迅
速
に
支
出
で
き
る
こ
と
が
前
提
条
件
で
あ
り
、
喜
界

町
や
名
瀬
市
立
奄
美
博
物
館
・
沖
縄
県
立
博
物
館
等
は
無
理
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
、
可
能
な
の
は
首
里
城
公
園
の
管
理
・
運
営
を

担
い
首
里
城
基
金
を
持
つ
財
団
法
人
海
洋
博
覧
会
記
念
公
園
管
理
財
団
だ
と
思
い
、
同
財
団
の
首
里
城
地
区
を
担
当
す
る
首
里
城
公
園

管
理
セ
ン
タ
ー
調
査
・
展
示
係
の
上
江
洲
安
亨
氏
に
相
談
し
た
。
上
江
洲
氏
は
上
司
の
理
解
を
得
た
う
え
で
、
椿
樹
書
林
を
通
じ
て
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
に
参
加
す
る
段
取
り
を
整
え
て
く
れ
た
。

そ
の
よ
う
な
時
期
に
朝
日
新
聞
の
米
原
氏
か
ら
電
話
が
何
度
も
あ
り
、
出
品
さ
れ
る
古
琉
球
辞
令
書
の
読
み
方
や
内
容
、
歴
史
的
価

値
な
ど
に
つ
い
て
質
問
を
浴
び
せ
ら
れ
た
。
新
聞
の
社
会
面
で
記
事
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
と
い
う
の
で
、
私
は
記
事
の
掲
載
は
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
の
後
に
し
て
欲
し
い
と
強
く
懇
願
し
た
。
全
国
紙
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
評
判
に
な
る
の
は
必
至
で
あ
り
、
落
札
価
格
が
高

値
誘
導
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
米
原
氏
は
そ
の
通
り
に
す
る
と
言
っ
た
が
、
ほ
ど
な
く
し
て
電
話
が
あ
り
、
要
旨
次
の

、
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よ
－
つ
に
説
明
し
て
き
た
。
古
瞥
店
界
の
関
係
者
に
意
見
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
新
聞
報
道
の
せ
い
で
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
資
料
の
値
が
つ

り
上
が
る
と
い
う
懸
念
は
小
さ
い
と
の
こ
と
な
の
で
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
以
前
に
記
事
を
出
稿
す
る
こ
と
に
し
た
、
と
。
報
道
の
自
由
を

束
縛
す
る
権
限
は
私
に
は
な
い
の
で
、
た
だ
見
守
る
し
か
な
か
っ
た
。
記
事
は
入
札
の
十
三
日
前
、
「
Ⅳ
世
紀
琉
球
国
王
の
辞
令
書
発

見
／
首
里
王
府
の
統
治
権
示
す
／
喜
界
島
役
人
に
昇
進
命
ず
」
の
見
出
し
で
、
カ
ラ
ー
写
真
一
葉
と
と
も
に
朝
日
新
聞
五
月
十
三
日
付

け
の
紙
面
に
三
段
取
り
で
掲
載
さ
れ
た
。
掲
載
直
後
、
私
の
と
こ
ろ
に
文
化
庁
の
担
当
官
と
九
州
国
立
博
物
館
準
備
室
の
担
当
者
か
ら

電
話
が
あ
り
、
大
阪
古
典
会
に
出
品
さ
れ
る
問
題
の
資
料
の
評
価
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
て
き
た
。
そ
の
際
の
印
象
は
、
開
館
が
秒
読

み
段
階
に
入
っ
た
九
州
国
立
博
物
館
も
ま
た
こ
の
資
料
の
入
手
に
積
極
的
だ
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

入
札
は
予
定
通
り
五
月
二
十
五
、
二
十
六
日
に
行
わ
れ
た
が
、
事
情
に
詳
し
い
複
数
の
関
係
者
の
話
に
よ
る
と
、
あ
る
学
校
法
人
の

代
表
者
の
意
向
を
受
け
た
京
都
の
大
手
古
書
店
が
私
な
ど
の
予
想
を
は
る
か
に
超
え
る
金
額
で
落
札
し
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
問

題
の
資
料
は
、
今
の
と
こ
ろ
関
心
を
持
つ
研
究
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

さ
い
わ
い
な
こ
と
に
、
大
阪
古
典
会
の
出
品
展
示
会
を
奄
美
史
研
究
者
の
弓
削
政
己
氏
が
見
て
お
り
、
同
氏
は
そ
の
成
果
を
「
実
見

喜
界
島
新
史
料
」
（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
ニ
○
○
二
年
六
月
二
六
日
～
一
一
八
日
）
と
題
し
て
発
表
し
て
い
る
。
史
料
編
集
室
の
小
野
ま
さ
子

氏
も
や
は
り
展
示
会
を
実
見
し
て
い
る
の
で
、
両
氏
の
成
果
・
情
報
に
学
び
な
が
ら
、
特
に
古
琉
球
辞
令
書
二
件
に
絞
っ
て
そ
の
意
義

を
考
え
て
み
る
の
が
私
の
責
務
だ
と
思
っ
た
。

図
録
の
口
絵
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
図
１
の
写
真
で
あ
り
、
朝
日
新
聞
掲
載
の
カ
ラ
ー
写
真
も
同
じ
辞
令
書
を
紹
介
し
て
い
る
（
弓
削

二
、
荒
木
目
差
職
叙
任
辞
令
書
と
手
久
津
久
大
屋
子
職
叙
任
辞
令
書
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政
己
氏
の
六
月
二
十
六
日
沖
縄
タ
イ
ム
ス
掲
載
分
も
図
録
写
真
を
複
写
し
て
使
用
し
て
い
る
）
。
保
存
状
態
の
良
い
こ
の
一
枚
は
、
ル
ー

ペ
で
拡
大
し
て
読
む
と
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

Ｉ

図１．手久津久大屋子職叙任辞令霞（1606年）
「大阪古典会創立百周年記念古典籍善本展観図録」
による

印
形
を
拡
大
し
て
検
討
す
る
と
、
奄
美
地
域
に
よ
く
み
ら
れ
る
印
影
を

朱
墨
で
な
ぞ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
弓
削
氏
は
「
原
本
」
と
説
明
し
、
小
野
ま
さ
子
氏
に
直
に
聞
い

た
と
こ
ろ
で
も
や
は
り
現
物
で
あ
る
。
写
真
で
見
る
限
り
保
存
状
態
は
ほ

ぼ
完
全
で
あ
り
、
紙
に
大
き
な
痛
み
や
文
字
の
損
欠
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

以
上
の
点
か
ら
、
こ
の
辞
令
書
は
良
い
状
態
を
保
っ
た
ま
ま
伝
承
さ
れ
て

Ａ
手
久
津
久
大
屋
子
職
叙
任
辞
令
書
二
六
○
六
年
）

し
よ
り
の
御
ミ
事

画
き
鰈
や
の
あ
ら
き
ま
き
り
の

て
く
つ
く
の
大
や
こ
ハ

一
人
あ
ら
き
め
さ
し
に

回
た
ま
わ
り
申
侯

し
よ
り
よ
り
あ
ら
き
め
さ
し
の
方
へ
ま
い
る

万
暦
三
十
四
年
十
一
月
廿
八
日

4０



弓
削
氏
は
こ
れ
も
「
原
本
」
だ
と
言
い
、
小
野
氏
も
同
様
に
現
物
史
料
と
見
て
い
る
の
で
、
二
人
の
観
察
に
従
っ
て
私
も
現
物
だ
と

理
解
し
て
お
き
た
い
。
損
欠
部
分
の
こ
と
を
図
録
は
「
少
痛
み
有
」
と
説
明
し
た
の
だ
と
思
う
が
、
弓
削
氏
は
沖
縄
タ
イ
ム
ス
掲
載
の

文
章
に
お
い
て
そ
の
部
分
を
「
あ
ら
き
」
と
補
っ
て
い
る
。
弓
削
氏
の
想
定
は
妥
当
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
後
に
述
べ
る
。

Ａ
、
Ｂ
二
枚
の
辞
令
書
は
奄
美
に
係
わ
る
古
琉
球
辞
令
書
と
し
て
従
来
確
認
さ
れ
て
き
た
も
の
に
は
含
ま
れ
な
い
、
全
く
新
し
い
史

料
で
あ
る
。
こ
の
二
件
が
新
た
に
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
奄
美
関
係
の
古
琉
球
辞
令
書
は
都
合
二
九
件
に
な
っ
た
（
表
１
参
照
）
。

古
琉
球
期
の
喜
界
島
は
「
き
ふ
や
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
例
え
ば
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
巻
一
○
の
四
四
の
オ
モ
ロ
に
「
き
坐
や
の
、

問
題
は
図
録
の
口
絵
に
「
万
暦
三
十
一
年
」
の
も
の
と
さ
れ
る
一
紙
、
す
な
わ
ち
目
録
に
「
万
暦
三
十
一
年
、
少
痛
み
有
」
と
説
明

さ
れ
て
い
る
今
一
枚
の
辞
令
書
で
あ
る
。
こ
の
辞
令
書
に
つ
い
て
は
図
録
に
写
真
が
な
く
、
朝
日
新
聞
の
取
材
記
事
で
も
ま
っ
た
く
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
小
野
氏
の
メ
モ
と
弓
削
氏
の
文
章
を
参
考
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
判
か
る
。

Ｂ
荒
木
目
差
職
任
叙
辞
令
書
（
一
六
○
三
年
）

き
た
現
物
史
料
と
断
定
し
て
よ
い
。

画

し
よ
り
よ
り
て
く
つ
く
の
お
き
て
の
方
へ
ま
い
る

し
よ
り
の
御
ミ
事

万
暦
三
十
一
年
十
月
十
七
日

〔
損
欠
〕
め
さ
し
ハ

た
ま
わ
り
申
侯

人
て
く
つ
く
の
お
き
て
に

き
ふ
や
の
あ
ら
き
ま
き
り
の

4１



お
き
し
ま
」
「
き
Ｌ
や
Ｑ
も
い
し
ま
」
の
名
で
登
場
し
、
『
混
効
験
集
』
は
「
き
上
や
の
、
お
き
し
ま
」
を
「
鬼
界
島
の
事
」
、
「
き
シ

や
Ｑ
も
い
し
ま
」
を
「
返
し
の
詞
。
鬼
界
島
は
む
か
し
琉
球
の
う
〔
ち
〕
な
る
ゆ
へ
お
も
ろ
に
も
有
之
と
見
え
た
り
」
と
説
明
し
て

い
る
。
喜
界
島
は
古
琉
球
期
に
は
五
間
切
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
正
保
国
絵
図
で
見
る
と
北
か
ら
志
戸
桶
・
西
目
・
東
・
湾
・
荒
木
が

存
在
し
、
主
要
港
湾
は
湾
間
切
の
シ
マ
の
一
つ
湾
に
位
置
し
て
い
た
。
新
発
見
の
二
枚
の
辞
令
書
は
、
こ
の
う
ち
の
荒
木
間
切
に
係
わ

る
史
料
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
正
保
国
絵
図
に
は
「
荒
木
間
切
、
千
三
百
弐
拾
弐
石
余
」
と
間
切
高
が
記
さ
れ
、
シ
マ
名
と
し
て
は

「
し
つ
る
村
」
の
み
が
登
場
す
る
。
だ
が
、
間
切
・
シ
マ
制
度
下
で
の
喜
界
島
の
五
間
切
は
複
数
の
シ
マ
を
括
っ
て
間
切
を
編
成
し
て

い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
荒
木
間
切
も
「
し
つ
る
村
」
の
他
に
例
え
ば
問
題
の
二
枚
の
辞
令
書
に
登
場
す
る
「
て
く
つ
く
」
（
手
久

津
久
）
や
「
あ
ら
き
」
（
荒
木
）
な
ど
の
シ
マ
が
存
在
し
た
。
辞
令
書
中
に
「
あ
ら
き
ま
き
り
の
て
く
つ
く
」
「
あ
ら
き
め
さ
し
（
目
差
、

あ
る
い
は
目
指
と
も
表
記
）
」
（
Ａ
辞
令
書
）
、
「
あ
ら
き
ま
き
り
の
〔
損
欠
〕
」
「
て
く
つ
く
の
お
き
て
（
徒
）
」
（
Ｂ
辞
令
書
）
の
文
言
は
、

間
切
・
シ
マ
制
度
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
説
明
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
辞
令
書
の
損
欠
部
分
は
そ
れ
に
続
く
文
句
が
「
め
さ
し

（
目
差
）
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
箇
所
に
入
る
固
有
名
詞
は
確
実
に
シ
マ
名
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ａ
、
Ｂ
二
枚
の
辞
令
書
を
検
討
す
る
と
、
Ｂ
は
万
暦
一
一
一
十
一
年
（
一
六
○
一
一
一
）
、
Ａ
は
同
一
一
一
十
四
年
で
あ
り
三
年
の
隔
た
り
が
あ
る
。

Ｂ
は
手
久
津
久
捷
か
ら
「
〔
損
欠
Ⅱ
シ
マ
名
〕
め
さ
し
（
目
差
）
」
に
、
曲
は
「
あ
ら
き
め
さ
し
」
か
ら
「
て
く
つ
く
の
犬
や
こ
」
に
昇

進
し
て
お
り
、
両
方
と
も
荒
木
間
切
内
で
の
人
事
異
動
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
両
者
が
一
一
一
年
の
年
代
差
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
大
阪
古

典
会
に
出
品
さ
れ
た
文
書
類
が
喜
界
島
の
あ
る
家
に
伝
わ
る
一
件
文
書
で
あ
る
可
能
性
を
ふ
ま
え
る
と
、
Ａ
、
Ｂ
二
枚
の
辞
令
書
は
同

一
人
物
が
受
け
た
蓋
然
性
が
高
く
な
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
損
欠
部
分
に
入
る
シ
マ
名
は
「
あ
ら
き
」
と
断
定
し
て
よ
い
。
つ
ま
り
、

あ
る
人
物
は
万
暦
一
一
一
十
一
年
に
手
久
津
久
捷
か
ら
荒
木
目
差
に
異
動
し
、
三
年
後
の
同
三
十
四
年
に
荒
木
目
差
か
ら
手
久
津
久
大
屋
子

（
シ
マ
名
を
名
乗
る
大
屋
子
）
に
昇
進
し
た
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
人
物
は
万
暦
三
十
一
年
以
前
に
手
久
津
久
捷
に
叙
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二
枚
の
辞
令
轡
に
係
わ
る
故
地
を
見
る
た
め
に
、
二
○
○
二
年
九
月
五
日
か
ら
二
日
三
泊
の
日
程
で
喜
界
島
を
訪
れ
た
。
喜
界
島
の

歴
史
に
詳
し
い
英
啓
太
郎
氏
（
坂
嶺
在
）
に
辞
令
書
の
出
所
を
聞
い
て
み
た
が
、
今
の
と
こ
ろ
手
が
か
り
は
全
く
な
い
こ
と
が
判
っ
た
。

お
そ
ら
く
喜
界
島
の
あ
る
家
に
伝
わ
っ
て
き
た
文
書
類
は
か
な
り
早
い
時
期
に
島
外
に
出
て
、
研
究
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
な
い
ま

ま
に
長
年
推
移
し
、
よ
う
や
く
今
回
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
登
場
し
て
き
た
の
だ
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
想
像
を
め
ぐ
ら
せ
な
が
ら
喜
界

町
の
荒
木
・
手
久
律
久
の
両
集
落
を
散
策
し
た
。

喜
界
島
関
係
の
辞
令
書
で
、
今
一
つ
行
方
が
不
明
な
一
枚
が
あ
る
。
隆
慶
三
年
正
月
五
日
付
け
の
阿
伝
ノ
ロ
職
叙
任
辞
令
書
で
あ
り
、

伊
波
普
猷
は
「
喜
界
雑
記
」
二
九
二
九
年
、
『
を
な
り
神
の
島
』
所
収
）
の
中
で
「
喜
界
島
の
早
町
村
の
阿
伝
の
勇
と
い
ふ
旧
の
ろ
く

も
い
の
家
」
に
伝
わ
る
も
の
と
し
て
、

Ｃ
阿
伝
ノ
ロ
職
叙
任
辞
令
書

し
よ
り
の
御
み
事

任
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
家
に
は
少
な
く
と
も
今
一
枚
の
辞
令
書
が
か
っ
て
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ

て
、
損
欠
部
分
を
「
あ
ら
き
」
と
補
っ
た
弓
削
氏
の
想
定
を
私
も
支
持
す
る
。

こ
の
二
枚
の
辞
令
書
に
よ
っ
て
、
薩
摩
侵
攻
直
前
の
古
琉
球
期
に
お
い
て
喜
界
島
が
間
切
，
シ
マ
制
度
下
に
あ
り
、
そ
の
地
方
統
治

を
担
う
存
在
と
し
て
手
久
津
久
捷
・
荒
木
目
差
・
手
久
津
久
大
屋
子
の
地
方
官
人
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

三
、
阿
伝
ノ
ロ
職
叙
任
辞
令
書
と
大
城
大
屋
子
職
叙
任
辞
令
害

き
き
や
の
ひ
か
ま
き
り
の

二
五
六
九
年
）
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と
い
う
辞
令
書
を
紹
介
し
て
い
る
（
『
伊
波
普
猷
全
集
』
第
五
巻
、
一
八
八
～
一
八
九
頁
）
。
『
喜
界
町
誌
』
（
二
○
○
○
年
）
は
「
昭
和

の
初
期
に
阿
伝
集
落
の
勇
家
（
現
・
山
野
家
）
か
ら
民
俗
研
究
家
の
岩
倉
市
郎
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
伊
波
普
猷
が
ノ
ロ
の
辞
令
書
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
現
物
は
太
平
洋
戦
争
の
戦
火
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
」
二
四
九
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。
伊
波
と
交
流
の
あ
っ

た
喜
界
島
民
俗
研
究
家
の
岩
倉
が
こ
の
史
料
を
見
出
し
、
岩
倉
メ
モ
の
提
供
を
受
け
て
伊
波
は
引
用
に
及
ん
だ
の
だ
と
思
う
。
喜
界
五

間
切
の
一
つ
東
間
切
の
名
が
登
場
す
る
こ
と
、
同
間
切
に
阿
伝
の
シ
マ
が
あ
り
阿
伝
ノ
ロ
の
職
が
あ
っ
た
こ
と
、
ノ
ロ
職
が
姉
か
ら
妹

へ
と
継
承
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
伝
え
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
す
で
に
失
わ
れ
た
よ
う
だ
。
こ
の
辞
令
書
の
故
地
で
あ

る
阿
伝
集
落
を
歩
い
た
が
、
喜
界
島
の
中
で
は
最
も
昔
の
集
落
景
観
を
と
ど
め
る
印
象
的
な
シ
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

手
久
津
久
大
屋
子
職
叙
任
辞
令
書
を
紹
介
し
た
朝
日
新
聞
の
記
事
に
、
「
喜
界
島
に
琉
球
王
国
が
統
治
権
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
裏

付
け
る
原
本
史
料
は
初
め
て
」
と
す
る
私
の
談
話
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
を
見
て
奄
美
勤
務
の
経
験
を
持
つ
朝
日
新
聞
山
口

支
局
の
神
谷
裕
司
記
者
か
ら
、
「
志
戸
桶
の
辞
令
書
は
原
本
で
は
な
い
の
か
」
と
の
問
い
合
わ
せ
が
寄
せ
ら
れ
た
。
志
戸
桶
の
辞
令
書

を
私
は
ま
だ
実
見
し
て
い
な
い
が
、
状
態
の
悪
い
そ
の
辞
令
書
を
写
真
で
見
た
限
り
で
は
印
形
に
若
干
の
疑
問
が
あ
り
、
現
物
と
断
定

で
き
て
い
な
い
と
答
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
辞
令
書
に
関
し
て
は
以
前
か
ら
注
目
は
し
て
い
た
も
の
の
、
現
物
を
直
に
調
査
し
て
ぃ
な

隆
慶
三
年
正
月
五
日

し
よ
り
よ
り
ゑ
く
か
た
る
か
方
へ
ま
い
る

あ
て
ん
の
ろ
は

も
と
の
の
ろ
の
お
と
Ｌ

一
人
ゑ
く
か
た
る
に

た
ま
わ
り
申
侯
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い
点
は
気
が
か
り
と
な
っ
て
い
た
。
今
回
の
喜
界
島
調
査
は
こ
の
志
戸
桶
の
辞
令
書
を
確
認
す
る
こ
と
も
目
的
の
一
つ
だ
っ
た
。

辞
令
書
の
所
蔵
者
は
孝
野
武
志
氏
（
志
戸
桶
在
）
で
、
英
啓
太
郎
氏
の
斡
旋
で
孝
野
家
で
辞
令
書
の
現
物
を
調
査
す
る
機
会
を
与
え

ら
れ
た
。
孝
野
氏
や
英
氏
の
話
で
は
、
奄
美
の
辞
令
書
の
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
鹿
児
島
の
山
田
尚
二
氏
の
手
配
で
修
復
が
な
り
、
軸

装
さ
れ
面
目
が
一
新
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
状
態
は
想
像
し
た
よ
り
は
良
好
で
あ
り
、
法
量
は
ヨ
コ
三
三
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
夕

大城大屋子職叙任辞令書（1554年）図２
Ｂ
⑪
Ｎ
ａ
舟

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一葬帝李墜」ぬア》Ｐ '111
図２辞令書部分「首里之印」（朱印）図３
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し
よ
り
よ
り
さ
わ
の
お
き
て
の
方
へ
ま
い
る

嘉
靖
三
十
三
年
八
月
廿
九
日

朱
印
を
観
察
し
た
結
果
、
明
ら
か
に
朱
泥
の
痕
跡
で
あ
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
断
定
で
き
た
（
図
３
参
照
）
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
手
久

津
久
大
屋
子
職
叙
任
辞
令
書
（
Ａ
）
は
原
本
史
料
と
し
て
は
喜
界
島
に
お
い
て
二
件
目
と
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
喜
界
五
間
切

の
一
つ
志
戸
桶
間
切
の
名
が
登
場
す
る
事
例
と
し
て
貴
重
で
あ
り
、
Ａ
～
Ｃ
を
合
わ
せ
る
と
同
時
代
史
料
に
登
場
し
な
い
の
は
西
目
・

湾
の
一
一
間
切
の
み
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
辞
令
書
は
二
つ
の
論
点
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
一
つ
は
「
ち
ゃ
く
に
と
ミ
か
ひ
き
」
（
謝
国
富
引
）
の
文
言
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
、
古
琉
球
の
ヒ
キ
制
度
を
奄
美
地
域
を
含
め
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
拙
著
『
琉
球
王
国
の
構
造
』
（
一
九
八
七
年
）
に
お
い
て
簡
単
な
ラ
フ
ス
ケ
ッ
チ
を
描
い
た
の
で
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

テ
ニ
九
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
朱
印
は
ヨ
コ
九
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
タ
テ
九
・
一
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
文
面
は
以
下

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
図
２
参
照
）
。

Ｄ
大
城
大
屋
子
職
叙
任
辞
令
書
二
五
五
四
年
）

し
よ
り
の
御
ミ
事

回
當
や
の
し
と
お
け
ま
き
り
の

大
く
す
く
の
大
や
こ
ハ

ち
や
く
に
と
ミ
か
ひ
き
の

一
人
さ
わ
の
お
き
て
に

回

た
ま
わ
り
申
侯
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今
一
つ
の
論
点
は
、
文
中
に
登
場
す
る
「
大
く
す
く
」
（
大
城
）
と
「
さ
わ
」
（
沢
）
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
古
琉
球

の
間
切
・
シ
マ
制
度
と
地
方
官
人
制
度
の
原
則
か
ら
言
え
ば
、
大
屋
子
職
と
捷
職
の
冠
頭
に
付
く
固
有
名
詞
は
シ
マ
名
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
喜
界
島
に
は
こ
の
二
つ
の
名
を
持
つ
集
落
は
な
く
、
同
時
に
ま
た
近
世
期
の
史
料
に
も
大
城
・
沢
の
名

を
持
つ
村
は
見
出
せ
な
い
。
古
琉
球
期
に
大
城
・
沢
と
し
て
明
確
に
存
在
し
て
い
た
シ
マ
が
、
そ
の
後
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
名
称
換

え
と
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
廃
止
も
し
く
は
他
シ
マ
（
村
）
に
統
合
さ
れ
た
の
か
、
残
念
な
が
ら
そ
の
こ
と
を
判
断
で
き
る
史
料
は

今
の
と
こ
ろ
知
ら
れ
て
い
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
沢
の
徒
か
ら
大
城
大
屋
子
に
昇
進
し
た
こ
の
人
物
は
そ
れ
以
前
に
沢
の
捉
職
に

任
じ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
孝
野
家
に
は
少
な
く
と
も
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
今
一
枚
の
辞
令
書
が
か
っ
て
存
在
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

な
お
、
付
言
す
れ
ば
、
面
植
約
五
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
喜
界
島
に
五
間
切
が
存
在
す
る
こ
と
に
着
目
し
て
お
き
た
い
。
喜
界
島

よ
り
面
積
の
大
き
い
沖
永
良
部
島
（
約
九
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
や
徳
之
島
（
約
二
四
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
が
そ
れ
ぞ
れ
三
間

切
編
成
で
あ
る
こ
と
に
比
べ
る
と
（
与
論
島
Ⅱ
約
二
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
古
琉
球
期
の
間
切
数
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
）
、
喜
界
の

間
切
数
は
際
立
っ
て
多
い
。
そ
の
状
況
に
近
い
の
は
沖
縄
島
の
島
尻
地
区
で
あ
り
、
間
切
が
稠
密
な
形
で
設
定
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
こ

の
よ
う
な
間
切
区
分
が
行
わ
れ
た
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
説
明
で
き
る
論
拠
を
得
て
い
な
い
が
、
留
意
す
べ
き
論
点
の
一
つ
で
あ
る
。

以
上
、
喜
界
島
に
関
す
る
新
た
な
辞
令
書
の
登
場
を
機
会
に
、
喜
界
島
を
め
ぐ
る
古
琉
球
辞
令
書
の
状
況
に
つ
い
て
研
究
ノ
ー
ト
を

認
め
て
み
た
。

（
二
○
○
三
年
六
月
稿
）
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表１．奄美地域残存古琉球辞令書一覧（年代順）

(注）No.26,27が新発見の分でNo.３．９も喜界島関係

－４８－

Ｎｏ． 発給年月日 受給者 給与内容

１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
、
咀
咀
ｕ
応
焔
Ⅳ
岨
凹
加
皿
躯
鋼
型
窃
朋
幻
朋
羽

裏鋼８年(1529)12月29日

嘉靖27年(1548)10月28日

塵靖33年(1554)８月29日

弼駒33年(1554)12月27日

露輔35年(1556)８月11日

〔嘉鏑年間〕

隆慶２年(1568)８月24日

隆慶２年(1568)８月24日

陸慶３年(1569)正月５日

隆慶５年(1571)６月11日

隆慶６年(1572)正月18日

隆慶６年(1572)正月18日

万暦２年(1574)５月28日

万暦２年(1574)５月28日

万暦２年(1574)５月28日

万暦２年(1574)５月28日

万暦７年(1579)５月５日

万暦７年(1579)10月１日

万暦11年(1583)正月27日

万暦15年(1587)10月４日

万暦16年(1588)５月16日

万暦22年(1594)９月28日

万暦23年(1595)９月22日

万暦28年(1600)正月24日

万暦30年(1602)９月10日

万暦31年(1603)10月17日

万暦34年(1606)11月28日

万暦35年(1607)６月６日

万暦37年(1609)２月11日

元の首里大屋子の子ちやくもい

東首里大屋子

鮒国富ヒキの沢捷

たらつゐはん

名音捷

笠利のひかせと

喜瀬大屋子

喜瀬大屋子

元のノロの妹ゑくかたる

名柄捷

大和浜目差

瀬戸内東のあくにや目差

瀬戸内西間切の古志ロロ

瀬戸内西間切の古志のさかい

瀬戸内西間切の須子茂のくちの

孫ねたち

瀬戸内西問切の須子茂のあかひ

とうの子たる

屋喜内大屋子

南風の庫理の束の首里大凰子

元のノロの姪つる

元のノロの姪まくも

宇宿大屋子

元のノロの姪かなしもい

いんほし大さち

元のノロの子まなへたる

元のノロの妹まかるもい

手久津久の錠

荒木目差

いしゆもい文子

朝戸捷

笠利間切の宇宿大屋子職

瀬戸内西間切の西大屋子職

喜界の志戸桶悶切の大城大屋

子職

屋喜内間切の名音捷職

屋喜内間切の名柄捷職

瀬戸内東間切の首里大屋子職

笠利の首里大屋子職

瀬戸内東間切の首里大屋子職

喜界の東間切の阿伝ノロ職

瀬戸内東間切のあきにや目差

職

屋喜内間切の屋喜内大屋子職

屋喜内間切のさきはる目差職

７カリヤ５オヅカ４ツカの田

等の給賜〔古志文書〕

８カリ４ツカの田等の給賜

〔古志文番〕

５カリヤ８オツカ28ツカの田

等の給賜〔須子茂文番〕

６カリヤ６オツカ76ツカの田

等の給賜〔須子茂文番〕

屋喜内間切の部連大屋子職

名瀬間切の首里大屋子職

屋宮内間切の名柄ノロ職

名瀬間切の大熊ノロ職

瀬戸内東間切の首里大屋子職

屋喜内間切の璽鈍ノロ職

瀬戸内西間切の西捷職〔須子

茂文轡〕

徳の西銘間切の手々ノロ職

瀬戸内西間切の古志ノロ職

喜界の荒木間切の荒木目差職

喜界の荒木間切の手久津久の

大屋子職

名瀬間切の朝戸捷職

名瀬間切の里主職



池
宮
正
治
『
琉
球
古
語
辞
典
混
効
験
集
の
研
究
』
、
一
九
九
五
年
、
第
一
書
房

芳
即
正
・
五
味
克
夫
監
修
『
鹿
児
島
県
の
地
名
／
日
本
歴
史
地
名
大
系
灯
』
、
一
九
九
八
年
、
平
凡
社

喜
界
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
喜
界
町
誌
』
、
二
○
○
○
年
、
喜
界
町

弓
削
政
己
「
実
見
喜
界
島
新
史
料
」
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
ニ
○
○
二
年
六
月
二
十
六
日
～
一
一
十
八
日
（
一
一
一
回
）

高
良
倉
吉
『
琉
球
王
国
の
構
造
』
、
一
九
八
七
年
、
吉
川
弘
文
館

沖
縄
県
教
育
委
員
会
文
化
課
琉
球
国
絵
図
史
料
集
編
集
委
員
会
編
『
琉
球
国
絵
図
史
料
集
第
一
集
／
正
保
国
絵
図
及
び
関
連
史
料
』
、

委
員
会

高
良
倉
吉
『

伊
波
普
猷
「
喜
界
雑
記
「
一
九
二
九
年
、
『
伊
波
普
猷
全
集
』
第
五
巻
所
収
、
平
凡
社

仲
原
善
忠
・
外
間
守
善
編
『
校
本
お
も
ろ
さ
う
し
』
、
一
九
六
五
年
、
角
川
書
店

沖
縄
県
教
育
庁
文
化
課
編
『
辞
令
書
等
古
文
書
調
査
報
告
書
／
沖
縄
文
化
財
調
査
報
告
書
第
十
八
集
』
、

［
後
記
】
喜
界
島
調
査
で
英
啓
太
郎
・
孝
野
武
志
両
氏
に
多
大
な
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
調
査

に
際
し
て
上
里
隆
史
・
石
附
馨
両
氏
の
協
力
を
得
た
。
新
発
見
の
辞
令
書
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
小
野
ま
さ
子
氏
に

も
感
謝
申
し
上
げ
る
。
こ
の
成
果
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
（
２
）
「
琉
球
と
日
本
本
土
の
遷
移
地
域
と
し

て
の
ト
カ
ラ
列
島
の
歴
史
的
位
圏
づ
け
を
め
ぐ
る
総
合
的
研
究
」
（
代
表
高
良
倉
吉
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
脱
稿
後

参
考
文
献

一
九
九
二
年
、
椿
樹
社

九
七
九
年
、
沖
縄
県
教
育

4９



に
得
た
情
報
で
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
落
札
さ
れ
た
二
件
の
古
琉
球
辞
令
書
は
文
化
庁
が
入
手
し
、
近
々
開
館
予
定
の
九
州
｜
国
立
博
物

館
に
収
蔵
さ
れ
る
模
様
で
あ
る
。
こ
れ
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
し
か
る
べ
き
機
関
に
収
ま
る
こ
と
と
な
り
、
ひ
と
安
心
と
言
え
る
。

5０


